
総務省文書で名指しされた『サンモニ』出演の青木理氏 政権か

らの敵視は「番組にとって名誉」なこと 〈dot.〉 
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 3 月 2 日、立憲民主党の小西洋之参院議員が国会内での記者会見で公表した総

務省の「内部文書」は、当時総務相だった高市早苗経済安全保障担当相の進退問

題にまで発展している。文書の中身について、小西氏が「超一級の行政文書」と

言えば、高市氏は「悪意を持って捏造されたもの」と反論。 

 

「この文書が捏造でなければ大臣も議員も辞めるか」と小西氏に追及されると、

高市氏は「結構ですよ」と答えるなど激しい応酬が続いている。同文書には、具

体的な番組名として TBS 系の報道番組『サンデーモーニング』などが挙げられ

ているが、当の出演者は何を思うのか。同番組にレギュラー出演しているジャー

ナリストの青木理氏に問題の本質を聞いた。 

 

＊  ＊  ＊  青木氏はまず、この文書を読んだ感想をこう話す。 

 

 「極めて異常なことが、当時の安倍晋三政権の内部、総務省の内部で起きてい

た事実が見事に浮かび上がる文書です。ある意味で、安倍政権の体質が凝縮され

ていると思いました」 

 文書の信ぴょう性については、7 日午前に松本剛明総務相が「すべて総務省の

行政文書であることが確認できた」と認めた。ただ、記載されている内容には正

確性が確認できない部分があるとして、引き続き精査が必要だとも付け加えた。 
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  一方、高市氏も同じく 7 日午前の会見で自身が登場する 4 枚の文書について

「内容が不正確であるということに確信を持っている。ありもしないことをあっ

たかのようにつくるというのは捏造だ」と一歩も引かない構えだ。  

 

 文書の内容は、当時、安倍氏の首相補佐官だった礒崎陽輔氏が放送法の「政治

的公平性」についての解釈を変えようと総務省に働きかけたというもの。これに

より、従来は『放送事業者の番組全体を見て判断する』とされてきたテレビ局の

政治的公平性に、『一つ一つの番組を見て全体を判断する』という新たな解釈が

加わった。  

 

 礒崎氏は 3 日、ツイッターで「総務省と意見交換をしたのは事実」と、総務

省に働きかけたことを認めたが、青木氏はこう問題視する。 

 

 「時の政権の一員である首相補佐官の礒崎氏が総務省に迫り、文書にもあるよ

うな“ヤクザ”まがいの恫喝も交え、民主社会の根本たる言論・表現や報道の自由

に関する法令解釈変更を裏で迫るのは大問題です」 

 

 2015 年 1 月 29 日付の文書の中で、礒崎氏は官邸でこう言ったと記載されて

いる。 「総理がどう仰るかにもよるが、いつ誰が質問するかは慎重に決めたい。

（補佐官は質問に立てないので）質問は補佐官がきちんとコントロールできる議

員にさせる」  

 

 それに対して、情報流通行政局長は「実際に国会で質問いただく場合、総務省

としては、今回整理した『極端な事例』の適否について質問者から例示いただく

形（中略）にしていただきたい」などと答えている。 

 

 「礒崎氏が自身のコントロール可能な議員に“ヤラセ質問”をさせ、官邸の意向

に沿う答弁を総務大臣にさせることで、放送法の解釈を変えてしまおうという構

図であり、論外です。そもそも放送法が定める政治的公平性とは、時の政治権力

の介入などで放送をゆがめてはならないという趣旨であり、むしろテレビ局の自

主性、独立性を担保するもの。一方、総務省の従来の解釈は『放送事業者の番組

全体』で判断すると一定程度は自制的なものでしたが、今後は『極端な場合』は

『一つの番組』でもダメだと踏み込んだ。しかも礒崎氏は文書の中で『けしから



ん番組は取り締まるスタンスを示す必要がある』とまで言い放っている。あまり

に露骨な言論、報道の自由への政治介入、直接的なメディア攻撃です」（青木氏）  

 

 そして、礒崎氏が主張する「政治的公平性」の解釈について、こう批判する。 

「文書の中で礒崎氏らが盛んに言っているのは、国民的に議論が二分されるテー

マは公平にせよということです。たとえば特定秘密保護法にしても安保法制にし

ても、政権は何が何でも押し通したいが、反対する声は大きかった。実際、それ

ぞれの政策には重大な問題もあった。それが政権側から見れば『国論を二分』と

いう理屈になるのでしょうが、それでメディアに『政治的公平性』を保てという

ことは、『政権批判をやめろ』という意味に等しい。批判をするなら同じ分量で政

権の立場も伝えろ、ということになれば、物事はすべて相対化され、時の政権や

各種権力を監視するメディアとジャーナリズムの使命は死にます。結局のところ、

政権に批判的なメディア、番組をつぶしたいのが本音なのでしょう」 

 

 当時、文書の中で問題のある報道として名指しされていた番組は『サンデーモ

ーニング』『NEWS23』（ともに TBS 系）、『モーニングバード』『報道ステーショ

ン』（ともにテレビ朝日系）などがあった。  

 

 15 年 3 月 5 日付の文書には「サンデーモーニングはコメンテーター全員が同

じことを述べている等、明らかにおかしい」という礒崎氏の発言が記録されてい

る。青木氏は『サンデーモーニング』にレギュラー出演しているが、政権からの

圧力を感じたことはあるのだろうか。 「私はいち出演者ですから、直接的圧力は

ありません。ただ、こうした政権の態度はテレビ局、あるいは制作陣に直接、間

接的に影響を及ぼすでしょう。 

 

また、18 年に亡くなられた『NEWS23』のキャスターだった岸井成格さんは、

安倍晋三氏と相当な遺恨があったのではないでしょうか。岸井さんは毎日新聞の

政治部時代、安倍氏の父親である晋太郎氏の番記者であり、晋三氏の素顔もよく

知っている。今回の文書が記す放送法問題と同時期、安倍氏の応援団は岸井さん

を攻撃する新聞広告を出しています。政権が『サンデーモーニング』などに異様

な敵意を示したのは、長く番組に出演した岸井さんへの遺恨ゆえかもしれません」   

 

実際、『サンデーモーニング』はどういうスタンスで報道していると青木氏は感



じているのか。 「5 日、司会の関口宏さんが番組で言っていましたが、『われわ

れはこの番組の姿勢を淡々と貫いていかないといけない』ということに尽きるの

ではないですか。実際、『サンデーモーニング』が偏っているわけではなく、番組

のコメンテーターには元自民党議員や外務省の元事務次官も出演してきましたし、

保守系の外交評論家だった故・岡本行夫さんも長く出演されていました。 

 

ただ、そうした出演者を含め、おかしなことにはおかしいと、政権にとってみ

れば耳の痛いことも果敢に物申してきた。逆に言えば今回の文書は番組にとって

名誉かもしれません。『一強』を謳歌（おうか）した長期政権にそれほど嫌悪され、

敵視されていたということは、時の政権を監視するというメディア本来の使命を

果たしてきた証左とも言えるわけですから」 

 

 一方、高市氏は前述のように、文書の一部を「捏造だ」と主張している。高市

氏が「私が出てくる 4 枚」と言ったものの一つにあたると思われる 15 年 2 月 13

日付の文書には、当時、総務相だった高市氏が大臣室でこう発言したとある。 「そ

もそもテレビ朝日に公平な番組なんてある？ どの番組も『極端』な印象。関西の

朝日放送は維新一色。維新一色なのは新聞も一緒だが、大阪都構想のとりあげ方

も関東と関西では大きく違う」  

 

 この発言に対して、青木氏はこう批判する。 「現実にさまざまなテレビ番組が

あり、中には劣悪な番組があるのも事実でしょうが、時の政権や閣僚が自らの尺

度で『公平性』を押しつけるのは、まさに政治権力の横暴であり、メディアへの

政治介入です。まして放送行政をつかさどる総務大臣が『これは極端』などと断

ずるのは放送メディアに対する介入であり、許されないことです」  

 

 15 年 3 月 9 日付の文書は「高市大臣と総理の電話会談の結果」とあり、「政治

的公平に関する件で高市大臣から総理に電話（日時不明）」と記載されている。高

市氏はこれについて「日時不明で私が安倍首相と会話したと書いてあるが、私の

電話を誰かが盗聴でもしているのか」と反論したと報じられた。青木氏は言う。 

 

 「本当にそういう電話があったのかは知りませんが、一般的に官僚は政治家に忖

度するものです。まして官僚は時の大臣の意向に沿って仕事をするわけですから、

大臣が誰と会って何を話したか、どういう意向を持っているか、日常的に目と耳



をそばだてて情報収集する。それを公文書として保存するか否かはともかく、メ

モとして残しておくのは生来の習性でしょう」  

 

 そして、こう続ける。 「そんな官僚たちが、大臣の発言や行動に関する文書を

捏造するとは考えられず、そんなことをしても何の得もない。むしろ、できるだ

け正確に記録するでしょう。実際、礒崎氏は放送法解釈に関する働きかけを総務

省にしていたことを認め、現実にそれが高市大臣の国会答弁に反映されているわ

けですから、文書が記す細かい日付や発言のニュアンス等は精査が必要でも、文

書のほとんどは真実だと考えるのが自然でしょう」 

 

 だが、青木氏は政局的な動きに矮小化すべきではない、と語る。 「高市氏は『捏

造でなかったら辞める』と断言してしまったので一種の政局になっていますが、

問題の本質は放送法の不当な解釈変更であり、そのやり口であり、『けしからん番

組』は『取り締まる必要がある』とまで言い放って報道の自由に露骨な介入を企

てた安倍政権の姿勢です。もちろん高市氏は当時の総務大臣であり、当事者でも

ありますから、私は辞任が当然だと考えますが、高市氏の進退問題だけに目を奪

われるべきではない。政治とメディアの関係、そもそもメディアはどうあるべき

か、そして放送法とは何か、さらには安倍政権の本音や体質は岸田政権にも色濃

く受け継がれているのではないか、これを機に考察すべき論点はたくさんありま

す」 （AERA dot.編集部・上田耕司） 

 

 


